
資料２

障がい者福祉計画の各施策展開における
「取り組み項目」および「活動指標」について

令和2年10月29日
坂出市



施策展開
1 　　理解と交流の促進

（１） 　　啓発・広報活動の推進

関係課名 　　ふくし課，人権課

取り組み項目 取り組み概要 関係課

①
市広報やホームページ等の各種広報媒体を通じ，障
がいや障がい者に対する正しい知識の普及，啓発に
努めます。【継続】

・さまざまな媒体（広報・HP・SNS・デジタルサイネー
ジ）を使い，時宜をとらえた効果的な広報
・理解促進研修・啓発事業（就労センターとの連携な
ど）
・計画の普及，発達障害啓発週間（４月），障害者週
間（１２月）の際の啓発,障がいに関する市広報での
短期集中連載など

ふくし課

a
理解促進研修・啓発事業

（事業数）
0 1 1

②
障がいに関する正しい理解のため，関係機関・関係
団体と連携しながら，市民への啓発活動を展開しま
す。【継続】

・自発的活動支援事業（関係団体の自主的な活動へ
の促進（委託）），社協との連携
・人権啓発推進会議による人権啓発活動（人権課） ふくし課

人権課

活動指標
基準値 見込値（目標値）

R1 R2 R3

1 1 1 1 1 第６期

R4 R5 R6 R7 R8

1 1 1 1 第６期b
自発的活動支援事業

（事業数）
0 1 1 1



a

b

c

ｄ

施策展開
1 　　理解と交流の促進

（２） 　　交流・ふれあいの居場所づくり

②

社会福祉施設等での交流・ふれあい活動に地域の
人が参加しやすいよう推進するとともに，障がいの有
無にかかわらず，誰もが気軽に楽しむことができる交
流・ふれあいの場を，関係団体等の意見を聞きなが
ら検討します。【新規】

・社会福祉施設等が実施する交流・ふれあい活動の
把握，情報提供
・交流・ふれあいの場の検討

ふくし課

③
障がい者団体，また障がい者団体同士の活動を活
発化させるため，障がい者等による地域における自
発的な取り組みを支援します。【見直し】

・友愛のつどい開催の支援（補助事業）
・自発的活動支援事業（関係団体への委託）

ふくし課

関係課名 　　ふくし課

取り組み項目 取り組み概要 関係課

①

障がいの有無にかかわらず，市や関係団体が実施
する各種イベント等へ多くの人が参加できるように努
め，障がい者と地域住民の交流が図られるよう推進
します。【新規】

・イベント等の情報提供の充実
・意思疎通支援を希望する障がい者が支援を受けら
れる体制づくり
・誰もが参加しやすいイベントづくり

ふくし課

R8

手話通訳者設置事業
（設置手話通訳者）

1 1 1 1 1 1 1 1

活動指標
基準値 見込値（目標値）

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

第６期

手話通訳者派遣事業
要約筆記者派遣事業

（回数）
5 18 18 18 18 18 18 18 第６期

1 1 1 ふくし友愛のつどい（回数） 1 1 1 1 1

1 1 1 第６期
自発的活動支援事業
（事業数）（再掲）

0 1 1 1 1



a

b

c

ふくし

施策展開
1 　　理解と交流の促進

（３） 　　互助の取り組みの推進

②
手話奉仕員養成研修の周知啓発を行うとともに，市
社会福祉協議会と連携し，ボランティア情報の提供
やボランティア間の交流を支援します。【見直し】

・地域福祉計画：ボランティアについて明記

・手話奉仕員養成研修の周知 ふくし課
（障がい福祉
係・管理係）

③
障がい者団体，また障がい者団体同士の活動を活
発化させるため，障がい者等による地域における自
発的な取り組みを支援します。【見直し】（再掲）

（省略）

ふくし課

関係課名 　　ふくし課

取り組み項目 取り組み概要 関係課

①
障がい者が住み慣れた地域で安心して生活できる環
境を整えるため，地域福祉の中核を担う民生児童委
員の活動を支援します。【新規】

・民生児童委員：地域住民の一員として，担当の区
域において高齢者や障害者の安否確認や見守り，
子どもたちへの声かけなどを行う「行政をはじめ地域
の専門機関との『つなぎ役』」 ふくし課

（管理係）

④
本計画の上位計画である地域福祉計画の普及啓発
を図り，地域福祉活動を推進します。【新規】

・H31（R1）～R4の地域福祉計画は本計画の福祉
分野における上位計画であり，地域福祉計画の
普及啓発は，ひいては本計画の推進につなが
る。

ふくし課
（管理係）

活動指標
基準値 見込値（目標値）

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

手話奉仕員養成研修
（参加人数）

2 2 2 2 2 2 2 2

友愛のつどい（回数）
（再掲）

1 0 1 1 1 1 1 1

0 1 1 1 1 1 1 1

第６期

第６期
自発的活動支援事業
（事業数）（再掲）



c

d

関係課名 　　ふくし課・生涯学習課・文化振興課

取り組み項目 取り組み概要 関係課

①

障がい者が芸術・文化・余暇活動等を通じて生活の
ゆとりと豊かさを実感するとともに，社会参加ができ
るよう，創作活動などを行う地域活動支援センターに
ついて適切な支給量の決定に努めるとともに，文化
活動等の成果が発表できる場の確保にも努めます。
【見直し】

・地域活動支援センターを利用すかたに適切な支給
決定（ふくし課）
・障がいをもった人たちのアート　ふしぎｎａたね展
⇒　R2年度で８年目
・理解促進研修・啓発事業（就労センターとの連携な
ど）

ふくし課
文化振興課

a
理解促進研修・啓発事業
（事業数）（再掲）

0 1 1

②

障がい者スポーツのより一層の普及・振興を図り，ス
ポーツを通した障がい者の社会参加を促進するとと
もに，障がい者の健康づくりや生きがいづくり，障が
い児の体力づくりのため，スポーツ・レクリエーション
活動を支援します。【見直し】

・障がい者スポーツ大会参加の支援
・障がいがあるかたを対象としたスポーツ教室（カ
ローリング，ボッチャ，卓球バレーなど）
・R3予定のパラリンピック聖火式参加

1 11 1

施策展開
1 　　理解と交流の促進

（４） 　　生涯学習（文化，スポーツ等）の振興

ふくし課
生涯学習課

活動指標
基準値 見込値（目標値）

R1

地域活動支援センター
（実人員数（人））

1 第６期

R4 R5 R6 R7 R8

b 92 92 92 92 92 92 92 92 第６期

R2 R3

文化振興

友愛のつどい（回数）
（再掲）

1 0 1 1 1 1 1 1 ふくし

ふしぎｎａたね展（回数） 1 1 1 1 1 1 1 1

6 6 6 6 生涯学習e
障がい者スポーツ教室

（回数）
6 3 6 6



施策展開
2 　　保健・医療の推進

（１） 　　障がいの原因となる疾病等の予防・治療

関係課名 　　けんこう課，かいご課

②

各種がん検診，健康診査を実施し，疾病の早期発
見・治療を行うことで，疾病の重症化や合併症による
障がいの原因となる疾病等の発生予防を図ります。
【継続】

・各種がん検診，健康診査，人間ドックを実施し，結
果に応じて適切な情報提供や保健指導を実施。

けんこう課

③
高齢者等に対する介護予防事業を推進し，高齢者の
心身の機能維持・回復などを支援し，障がいの原因
となる疾病等の予防を図ります。【見直し】

・介護予防教室を開催するなど，介護予防事業を推
進
・けんこう課と共催の「さかいで健幸まつり＆介護の
日」で認知症や転倒予防等について普及・啓発

かいご課

取り組み項目 取り組み概要 関係課

①

各種事業やイベント，各地区での健康教育におい
て，各種健診の受診や心身の健康，疾病予防に関
する知識等の普及・啓発を推進し，疾病等の予防に
努めます。【継続】

・市政出前講座等における健康教育やウォーキング
の実技指導など
・かいご課と共催の「さかいで健幸まつり＆介護の
日」で健康づくりについての普及啓発活動を展開

けんこう課

― けんこう

R8

a
乳幼児の健康状態の

把握率（％）
100 ― ― ― ― 100 ―

活動指標
基準値 見込値（目標値）

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

けんこう

60.0 けんこう

e
特定健康指導
（実施率（％））

24.3 ― ―

5.0 ― ― けんこう

d 特定健診（受診率（％）） 37.3

3.3 ― ― ― ―

― ― ―

16.9

― 60.0 ― ― ―

― ―

14.1 ― ―

― ― ―

各
種
が
ん
検
診

20.0 ―

― 20.0 ―

17.0 ―

― 17.0―

― ―

―

胃がん検診
（受診率（％））

肺がん検診
（受診率（％））

大腸がん検診
（受診率（％））

子宮頸がん検診
（受診率（％））

乳がん検診
（受診率（％））

17.4 ―

― ―13.9

100 こども

― ― けんこう

b 5歳児健診(受診率(％)) 99.1 100 100 100 100 100 100

c

― けんこう―

― ― ― けんこう

― けんこう



ふくし

ふくし

ふくし

施策展開
2 　　保健・医療の推進

（２） 　　　保健・医療・介護との連携

関係課名 　　ふくし課，けんこう課，かいご課

取り組み項目 取り組み概要 関係課

①

心身障がい者医療費助成制度等の各種医療制度の
周知を図るとともに，自立支援医療（更生医療・育成
医療・精神通院医療）の周知を行うことで，経済的負
担の軽減を図ります。【見直し】

・心身障がい者医療費助成制度等の周知
・自立支援医療の周知

ふくし課
けんこう課

②
医療機関等に出向くことが困難な在宅の障がい者や
高齢者に対し，適切な医療・看護が提供されるよう，
医療機関等と連携を図ります。【見直し】

・退院時にソーシャルワーカーと連携し，在宅
で安心して生活できるよう，障がい福祉サービ
ス等の情報提供を行い，必要なサービスの支給
決定につなげる。
・在宅医療と介護の連携を図る拠点として，
「在宅医療介護連携支援センター」を医師会に
設置（多職種の連携，担当者間の顔の見える関
係づくり）

ふくし課
かいご課

活動指標
基準値 見込値（目標値）

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

950

145

970

8 8 8 8 8

a
更生医療の給付
（給付決定人数）

146 145 145 145 145 145 145

c
精神障がい者の
医療費の公費負担
（給付決定人数）

831 850 870

b
育成医療の給付
（給付決定人数）

890 910 930

7 8 8



①

各種事業やイベント，各地区での健康教育におい
て，各種健診の受診や心身の健康，疾病予防に関
する知識等の普及・啓発を推進し，疾病等の予防に
努めます。【新規】

・こころの健康相談
・第１次坂出市自殺対策計画の内容に沿った対応

けんこう課

施策展開
2 　　保健・医療の推進

（３） 　　精神保健福祉対策の推進

関係課名 　　ふくし課，けんこう課，かいご課

取り組み項目 取り組み概要 関係課

④

医療，障がい福祉・介護，社会参加，住まい，地域の
助け合いが包括的に確保された地域包括ケアシステ
ムの構築をめざし，関係者による協議を継続して行
います。【新規】

・地域自立支援協議会　地域包括ケア部会における
協議の場

ふくし課
けんこう課
かいご課

⑤
障がい者団体，また障がい者団体同士の活動を活
発化させるため，障がい者等による地域における自
発的な取り組みを支援します。【見直し】（再掲）

（省略）

ふくし課

②
精神障がい者の退院前や退院後に，適宜病院や相
談支援事業所等とケース会議を開催し，精神障がい
者の地域生活への移行を支援します。【継続】

・退院時におけるケース会議での情報共有
・精神障がい者地域移行推進キャラバン隊参加を通
じた地域生活への移行のためのさまざまな情報提供
・自立支援協議会での部会で地域生活への移行に
向けた課題の抽出・検討を行っている。

ふくし課
けんこう課

③
精神障がい者に対する正しい知識の普及・啓発に努
めます。【継続】

・さまざまな媒体（広報・HP・SNS・デジタルサイネー
ジ）を使い，時宜をとらえた効果的な広報
・理解促進研修・啓発事業（就労センターとの連携な
ど）
・計画の普及，発達障害啓発週間（４月），障害者週
間（１２月）の際の啓発
・メンタルヘルスに関する正しい知識等の普及 ふくし課

けんこう課

R8

活動指標
基準値 見込値（目標値）

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

1 1 第６期

1 1 第６期1

b
自発的活動支援事業
（事業数）（再掲）

0 1 1 1 1

a
理解促進研修・啓発事業
（事業数）（再掲）

0 1 1 1 1

1



③
就学前に５歳児健診を行い，特に支援が必要な児童
の早期発見・早期介入を図り，個々の特性に応じた
支援を行います。【継続】

・５歳児健診の実施，関係課との連携

けんこう課
こども課

取り組み項目 取り組み概要 関係課

①
各種健診・相談を実施することにより，保健師や医
師，言語聴覚士，臨床心理士等の多職種が連携し，
障がいの早期発見・早期支援に努めます。【継続】

・１歳６カ月児健診，３歳児健診の実施
・こどばの相談，こども相談の実施
・健診未受診者に関し，保育所・幼稚園・認定こども
園と連携して勧奨 ふくし課

けんこう課
こども課

施策展開
3 　　療育・教育の充実

（１） 　　早期療育体制の構築

関係課名 　　　けんこう課，かいご課，こども課，学校教育課

②

発達障がいに関して情報発信・啓発を行って理解促
進を図るとともに，発達段階や年齢等に応じて適切
な支援が行えるよう，相談対応や関係機関との情報
共有・連携を図ります。また，発達障がいの疑いのあ
る児童や保護者に対し，保健師や臨床心理士による
少人数制の相談・教育・グループミーティングによる
支援（かもめ教室）を行います。【見直し】

・かもめ教室の実施
・けんこう課と連携し，適切な療育へつなげる
・発達障がいに関する市民への啓発

ふくし課
けんこう課

けんこう

R4 R5 R6 R7 R8

④
保護者への子育て相談や教育相談を丁寧に行うとと
もに，医療，専門機関との連携を図り，巡回相談の実
施やケース会議の拡大・充実を図ります。【継続】

・中讃地域特別支援連携協議会の開催
・巡回相談の実施
・ケース会議の充実，関係課との連携体制の構築

ふくし課
けんこう課
こども課
学校教育課

活動指標
基準値 見込値（目標値）

R1 R2 R3

― ― 100 ― ―a
乳幼児の健康状態の
把握率（％）（再掲）

100 ― ―

b
5歳児健診

（受診率(％)）(再掲)
99.1 100 100 100 100 100 100 100 こども



施策展開
3 　　療育・教育の充実

（２） 　　特別支援教育の充実

関係課名 　　　ふくし課，けんこう課，こども課，教育総務課，学校教育課

取り組み項目 取り組み概要 関係課

①

サポートファイル「かけはし」を活用し，学校等の進
級・進学する際や就労の際に，これまでの支援の経
過や内容（医療機関，関係機関との連携等）を引き
継ぐことで，一貫した支援が行えるよう努めます。【継
続】

・サポートファイル「かけはし」の活用による関係機関
等との連携体制 ふくし課

こども課
学校教育課

④

特別支援教育について，特別支援教育支援員や特
別支援学級担任への教育相談や療育相談，研修会
を通して指導力の向上に努めます。また，障がい児
の教育について理解と認識を深めるため，巡回相
談・連携訪問やスクールソーシャルワーカーやスクー
ルカウンセラー等を活用するとともに，特別支援教育
コーディネーターを中心に研修の充実に努めます。
【見直し】

・特別支援教育における教員の指導力向上のため
の取り組み
・特別支援教育コーディネーターを中心とした研修の
充実

学校教育課

⑤
学校教育における障がい児に適したＩＣＴ機器の整備
に努めるとともに，学習ソフト等の活用を充実しま
す。【見直し】

・タブレットやICT機器を活用した効果的な学習

教育総務課
学校教育課

②

障がい児一人ひとりの能力を引き出し，最大限に伸
ばしていくため，インクルーシブ教育の理念に基づ
き，適切な学習の場が選択できるよう，本人や家族
の考えを尊重しながら，きめ細かい一貫した就学相
談・教育相談を行います。【継続】

・就学相談（こども課），教育相談（学校教育課）の実
施

こども課
学校教育課

③

特別支援学級の指導では，障がいの特性に応じた
教育方法の工夫・改善に努めるとともに，特別支援
学校との連携を図ります。また，障がいの程度が比
較的軽い通常の学級に在籍する児童生徒に対し，通
級による指導を行っていきます。【見直し】

・特別支援学級の設置，特性に応じた教育方法の工
夫等
・特別支援学校との連携
・通級による指導の工夫等 学校教育課

⑧

幼児教育や学校教育の中で発達段階に応じた人権
教育を推進するとともに，総合的な学習の時間を利
用した福祉体験，ボランティア活動への参加により，
障がい者（児）や障がいに対する理解を深め，「心の
バリアフリー」の理解を推進します。【新規】

・幼稚園，保育所（こども課），小中学校（学校教育
課）における人権教育の推進

こども課
学校教育課

⑨

義務教育修了後の進路拡大を図るため，就労・福祉
の関係機関や企業との連携を強化するとともに，多
様な進路が選択できるよう，能力・適性や障がいの
程度に応じた指導・助言を行います。【新規】

ふくし課
学校教育課

⑥

障がい児に対する切れ目のない支援を行うため，保
健・医療・障がい福祉・保育・教育等の関係機関の連
携を深め，総合的支援体制の充実を図ります。【新
規】

・医療的ケア児の対応など
ふくし課
けんこう課
こども課
学校教育課

⑦
障がいのある児童生徒の特性に応じ，必要な物理的
バリアフリーの整備など，合理的配慮に努めます。
【新規】

・建物や設備に関するバリアフリー対策

こども課
教育総務課
学校教育課



R8

a
サポートファイル「かけはし」

（作成率（％））
45 50 55 60 65 70 75

活動指標
基準値 見込値（目標値）

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

80

e
タブレット導入事業

（実施校数）
10 15 15 15 15

学校教育

b
小中学校トイレ整備事業

（実施校数）
15 15 15 15 15 15 15 15 教育総務

特別支援教育コー
ディネーター
（配置率（％））

小中学校 100 100 100

d

c
就学等教育相談

（件数）
134 110 110 110

100

特別支援教育
支援員

（配置率（％））

幼稚園

小中学校

100 100 100 100

90 100 100 100

15 教育総務

110 110 110 こども110

100 100 100 100

100 100 100 100

100 100 100 100

こども

学校教育

巡回相談（申込人数） 8 8 8 8 8 8

15 15

8 8 こどもf



8 こども

R4 R5 R6 R7 R8

a
巡回相談

（申込人数）（再掲）
8 8 8

活動指標
基準値 見込値（目標値）

R1 R2 R3

8 8 8 8

②

保護者への子育て相談や教育相談を丁寧に行うとと
もに，医療，専門機関との連携を図り，巡回相談の実
施やケース会議の拡大・充実を図ります。【継続】（再
掲）

（省略）

ふくし課
けんこう課
こども課
学校教育課

関係課名 　　ふくし課，けんこう課，こども課，学校教育課

取り組み項目 取り組み概要 関係課

①

障がい児に対する切れ目のない支援を行うため，保
健・医療・障がい福祉・保育・教育等の関係機関の連
携を深め，総合的支援体制の充実を図ります。【新
規】（再掲）

（省略）

ふくし課
けんこう課
こども課
学校教育課

施策展開
3 　　保健・医療の推進

（３） 　　保健・医療・障がい福祉・保育・教育等の連携体制の構築



ふくし

ふくし

取り組み項目 取り組み概要 関係課

①

障害者総合支援法のもとで，「障がい福祉計画（障が
い児福祉計画）」に基づき，障がい者等の障害支援区
分または種類および程度，当該障がい者等の介護を
行うかたの状況等に応じて必要な障がい福祉サービス
等の支給量を決定し，適切な障がい福祉サービスの提
供に努めます。【見直し】

・必要な障がい福祉サービスの支給決定

ふくし課

⑤
サービスの利用希望の多いグループホームや短期入
所について，事業所に対して既存施設の活用等を含め
た拡充の推進を図ります。【継続】

・グループホームや短期入所のサービスに関し，新
規参入や拡充を希望する事業所（法人）に対する情
報提供等

ふくし課

R8

a
計画相談支援
（利用者数（人））

491 500 505 510 515 520

施策展開
4 　　自立した生活支援の推進

（１） 　　障がい福祉サービス等の充実

関係課名 　　ふくし課，かいご課

④

県の施設等に対する実地指導や監査に同行し，適切
なサービス提供が行われているか確認するとともに，
社会福祉法人の市法人監査と連携して必要な指導を
行います。【見直し】

・県の実地指導・監査の同行
・市法人監査との連携 ふくし課

（障がい福
祉，管理）

②

「地域共生社会」の実現に向け，障がい福祉サービス
等のみならず，介護保険事業や高齢者福祉事業との
連携を図り，複数の支援やサービスを受けるなど，利
用者本位のサービス等の提供に努めます。【新規】

・共生型サービスの提供
・介護サービス併給時の連携

ふくし課
かいご課

③
サービス内容や提供事業者等の情報について，相談
支援事業所等と連携しながらわかりやすく提供します。
【新規】

・窓口でのわかりやすい説明
・手帳受け渡し時，また必要に応じて「福祉のしおり」
を提供
・委託相談支援事業所による情報提供

ふくし課

活動指標
基準値 見込値（目標値）

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

第６期

b
県の実地指導・監査等
への同行（回数）

7 10 10 10 10 10 10

525 530

c 短期入所
延利用日数（日） 157 161 175 187 199 211 223 235

第６期
延利用者数（　人） 31 32 34 36 38 40 42 44

109 第６期

e
共生型サービス
（事業所）

1 1 1 1 1 1 1 1

d
共同生活援助
(利用者数（人））

87 95 101 105 106 107 108



ふくし

施策展開
4 　　自立した生活支援の推進

（２） 　　障がい児支援の充実

②
サービス内容や提供事業者等の情報について，相談
支援事業所等と連携しながらわかりやすく提供します。
【新規】（再掲）

（省略）

ふくし課

③

県の施設等に対する実地指導や監査に同行し，適切
なサービス提供が行われているか確認するとともに，
社会福祉法人の市法人監査と連携して必要な指導を
行います。【見直し】（再掲）

（省略）

ふくし課
（障がい福
祉，管理）

関係課名 　　ふくし課

取り組み項目 取り組み概要 関係課

①

障害者総合支援法のもとで，「障がい福祉計画（障が
い児福祉計画）」に基づき，障がい者等の障害支援区
分または種類および程度，当該障がい者等の介護を
行うかたの状況等に応じて必要な障がい福祉サービス
等の支給量を決定し，適切な障がい福祉サービスの提
供に努めます。【見直し】（再掲）

（省略）

ふくし課

R8

a
児童発達
支援

延利用日数（日） 154 180 188 196 204 212

活動指標
基準値 見込値（目標値）

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

220 228
第６期

延利用者数（人） 20 23 24 25 26 27 28 29

b
放課後等デ
イサービス

延利用日数（日） 847 900 920 940 960 980 1000 1020
第６期

延利用者数（人） 69 74 76 78 80 82 84 86

142 第６期

ｄ
医療的ケア児に対する関連
分野支援コーディネーター

1 1 1 1 1 1 1 1 第６期

c
障がい児相談支援
（利用者数（人））

115 124 127 130 133 136 139

10e
県の実地指導・監査等
への同行（回数）（再掲）

7 10 10 10 10 10



施策展開
4 　　自立した生活支援の推進

（３） 　　地域生活移行・定着の促進

②

医療，障がい福祉・介護，社会参加，住まい，地域の助
け合いが包括的に確保された地域包括ケアシステム
の構築をめざし，関係者による協議を継続して行いま
す。【新規】（再掲）

・地域自立支援協議会　地域包括ケア部会にお
ける協議の場
・障がいに関し，地域への啓発が重要 ふくし課

けんこう課
かいご課

③

地域で安心した生活が送れるよう，関係機関の協力の
もと，緊急時支援や体験の機会・場の提供を行う「地域
生活支援拠点等」を整備し，その機能の充実を図りま
す。【新規】

・地域生活支援拠点等事業の実施と検証（第６期障
がい福祉計画の成果目標）

ふくし課

関係課名 　　ふくし課，けんこう課，かいご課

取り組み項目 取り組み概要 関係課

①
精神障がい者の退院前や退院後に，適宜病院や相談
支援事業所等とケース会議を開催し，障がい者の地域
生活への移行を支援します。【継続】（再掲）

（省略）

ふくし課
けんこう課

R8

a
地域生活支援拠点等事業
機能充実のための運用状況

の検証（回数）
― 1 1 1 1 1 1

活動指標
基準値 見込値（目標値）

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

1 第６期

ｂ
施設入所者の

地域生活への移行（人）
― 1 1 1 2 1 1 1 第６期

67 第６期ｃ
施設入所支援

（人）
69 69 69 69 67 67 67



ふくし

施策展開
4 　　自立した生活支援の推進

（４） 　　経済的な支援

②
障がい者の経済的な安定のため，県の心身障害者扶
養共済制度を周知し，掛け金を助成します。【新規】

・心身障害者（児）扶養共済

ふくし課

③

在宅のねたきり等高齢者を常時介護している家族に対
して，介護慰労金を支給し，介護者の日常生活の負担
軽減を図るとともに，紙おむつを給付して，その生活を
支援し，介護するかたの援助を行います。【新規】

・介護慰労金の支給
・紙おむつ支給事業

ふくし課

関係課名 　　ふくし課

取り組み項目 取り組み概要 関係課

①

医療費の自己負担分の軽減や障がい者が受け取れる
年金のほか，特別障害者手当等の制度，自動車税（環
境性能割・種別割）や軽自動車税（環境性能割・種別
割），ＮＨＫの受信料等の減免措置，公共交通機関等
の運賃割引など，各種制度を広く周知します。【新規】

・医療費自己負担分軽減
・特別障害者等手当
・各種減免，各種サービスの割引，障害年金等の周
知（「福祉のしおり」の配布，ＨＰへの掲載など） ふくし課

935

R8

a
特別障害者等手当

（件数）
959 903 944 935 935 935 935

活動指標
基準値 見込値（目標値）

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7



ふくし

取り組み項目 取り組み概要 関係課

①

障がい者の就労を促進するため，商工会議所等の関
係団体と連携を図りながら，ハローワーク等の関係機
関と障がい者雇用の取り組および啓発の推進を行い
ます。【継続】

・地域自立支援協議会就労部会の取り組み

ふくし課
企業活力推進室

R8

12a
中讃東圏域地域自立支援協

議会就労部会の開催

第６期
延利用者数（人） 4 4 6 6 6

施策展開
5 　　雇用・就業支援の推進

（１） 　　障がい者雇用の促進

関係課名 　　ふくし課，企業活力推進室

12 12 12

②
「就労移行支援」や「就労継続支援」などの事業を通
じ，一般就労への移行者の増加と就労定着支援の推
進を図ります。【見直し】

・就労移行支援，就労継続支援に係る必要な支給決
定

ふくし課

活動指標
基準値 見込値（目標値）

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

6 6 6

70 70 70 70 70 70
b

就労移行
支援

延利用日数（日） 50 50

11 5 12

340
c

就労継続
支援Ａ型

延利用日数（日） 276 300 320

延利用者数（人） 15 15 16

12

380 400 420 440
第６期

17 19 20 21

第６期
延利用者数（人） 150 150 160 170 185 195

22

延利用日数（日） 2522 2600 2750 2900 3125 3275

205 215

3425 3575
d

就労継続
支援Ｂ型



ふくし

ふくし

ふくし

施策展開
5 　　雇用・就業支援の推進

（２） 　　総合的な雇用・就業支援施策の推進

②

障がい者がその能力と適正に応じて就労し，社会的
役割を担うことによって生きがいを見出し経済的自立
ができるよう，関係機関が連携した総合的な就労支援
体制の強化を図ります。【継続】

・就労希望者に対し，自立した日常生活に向けた必
要なサービスの支給決定を行う。
・相談支援専門員の関わり
・地域自立支援協議会就労部会の取り組みなど ふくし課

③
坂出市独自の障がい者就労支援制度を活用し，就労
機会，就労意欲の促進を図ります。【継続】

・市在住特別支援学校高等部生徒資格取得費補助
金
・障がい者職場実習奨励金
・障がい者就職支度金 ふくし課

関係課名 　　ふくし課，職員課，教育総務課，企業活力推進室

取り組み項目 取り組み概要 関係課

①

ハローワーク等の関係機関と連携し，企業等の法定
雇用率達成に向けた広報・啓発を行うとともに，本市
の職員採用においても，障がい者雇用の拡充を図り
ます。【新規】

・市内企業の法定雇用率達成に向けた啓発活動
・市職員の法定雇用率の達成

職員課
教育総務課
企業活力推進室

R8

本市における障がい者の職
員雇用率（市長部局）

（％）
1.97 1.73 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6

活動指標
基準値 見込値（目標値）

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

2.6

a

10

0.78 3.05 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6

職員

b
坂出市在住特別支援学校高
等部生徒資格取得費補助金

（支給者数）
18 18 18 18 18 18 18

教育総務

1

本市における障がい者の職
員雇用率（教育委員会）

（％）

15 15 15

ｄ
坂出市障がい者就職
支度金（支給者数）

8 10 10 10 10

c
坂出市障がい者職場
実習奨励金（支給者数）

5 15 15 15 15

10 10



ふくし

ふくし

施策展開
5 　　雇用・就業支援の推進

（３） 　　福祉的就労の支援

関係課名 　　ふくし課

取り組み項目 取り組み概要 関係課

①
坂出市障がい者就労体験事業「ヨロコビ・ワゴンセー
ル」を継続・充実を図ります。【継続】

ふくし課

②

特に市内事業所をはじめとする障がい者就労施設
等の受注機会を拡大し，当該施設等が供給する物
品等の需要の増進を図り，もって当該施設等で就
労する障がい者，在宅就業障がい者等の自立促進
につなげるため，障がい者就労施設等からの物品
等の優先調達推進のための周知に努めます。【見
直し】

ふくし課

活動指標
基準値 見込値（目標値）

R1 R2 R3 R5 R6

2,450 2,500

R7 R8

a
ヨロコビ・ワゴンセール
延実習人数（人／年）

274 200 200

2,750 3,000

200 200 200 200 200

b
障がい者就労支援施設等
からの物品等の優先調達

（千円）
2,286 2,400 2,400

R4

2,450



施策展開
6 　　安全・安心な生活環境の整備

（１） 　　住まいの場の確保

関係課名 　　ふくし課，建設課

②
障がい者が地域で自立した生活ができるよう，地域
移行支援のサービスを活用した住宅の確保やグ
ループホームの利用・拡充を促進します。【継続】

・障がい者等の居住の安定確保を図るため，香川県
居住支援協議会が情報提供している「住宅確保要配
慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅」の活用や，グ
ループホームの家賃について，障がい者の地域移行
を進めるため，低所得者への助成を行う。

ふくし課

③
障がい者の自立促進や介護者の負担軽減のため，
住宅改修または改造に対する助成や日常生活用具
等の給付を行います。【新規】

・重度障がい者に対する住宅改造費の助成
・日常生活用具購入費の給付の「居宅生活動作補助
用具」
・介護保険の「住宅改修費支給制度」

ふくし課
かいご課

取り組み項目 取り組み概要 関係課

①

市営住宅の老朽化により建て替えを検討する際に
は，障がい者や高齢者向けの住宅を念頭に置いた
整備・改修を行うなど，障がい者等の立場に立った
良好な住環境を整備します。【見直し】

・市営住宅

建設課

R8

a
重度障がい者に対する住
宅改造助成（件数）

0 1 1

④

地域で安心した生活が送れるよう，関係機関の協力
のもと，緊急時支援や体験の機会・場の提供を行う
「地域生活支援拠点等」を整備し，その機能の充実を
図ります。【新規】（再掲）

（省略）

ふくし課

活動指標
基準値 見込値（目標値）

R1 R2 R3

b
日常生活用具

（住宅改修費）の支給
（件数）

0 1 1

R4 R5 R6 R7

1 1 1 1 1 第６期

1 1 1 1 1

1 1 1 1 第６期

ふくし

c
地域生活支援拠点等事業
機能充実のための運用状

況の検証（再掲）
0 1 1 1



ふくし

ふくし

施策展開
6 　　安全・安心な生活環境の整備

（２） 　　移動手段の充実

②

身体障がい者の自動車改造や運転免許取得の助
成，重度身体障がい者の介助者用自動車改造の助
成により，身体障がい者の社会参加を支援します。
【継続】

・自動車改造助成，運転免許取得費助成
・重度身体障がい者の介助者用自動車改造助成

ふくし課

③

障がい者等も気軽に低コストで移動できるよう，「坂
出市循環バス」や「デマンド型乗合タクシー」等，公共
交通機関の利便性向上のための取り組みを推進し
ます。【継続】

・市内公共交通機関

都市整備課

関係課名 　　ふくし課，都市整備課

取り組み項目 取り組み概要 関係課

①

地域における自立生活および社会参加を促進し，余
暇活動等の日常生活において，障がい者が円滑に
外出できるよう，移動支援事業の利用を促進するとと
もに，他自治体の制度も研究しつつ，助成制度など
支援のあり方を討します。【見直し】

ふくし課

R8

a 移動支援
総利用時間 5052 5100 5220 5340 5460 5580

活動指標
基準値 見込値（目標値）

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

5700 5820

2

第６期
実人員 90 90 92 94 96 98 100 102

介助者用改造助
成（支給者数）

ふくし

2 2 2 2

2 2 2 2 2

本人運転用改造
助成額（支給者
数）

b
自動車改
造助成

1

2 2 2

2 2 2

c
自動車運転免許取得費の助

成（支給者数）
1 2 2 2 2

2

1



施策展開
6 　　安全・安心な生活環境の整備

（３） 　　障がい者に配慮したまちづくりの総合的な推進

②
街路整備や歩道整備を行い，障がい者等も安全か
つ快適に外出できる環境整備に努めます。【継続】

・市道（建設課），都市計画道路（都市整備課）の環
境整備
・障がい者等も含めた歩行空間等の積極的な整備推
進
・交通安全施設の整備・更新など

建設課
都市整備課
共働課

③
都市公園の整備については，障がい者等も安心して
利用できるよう，整備・改修を図ります。【新規】

・都市公園の整備等

都市整備課

関係課名 　　ふくし課，政策課，総務課，共働課，都市整備課

取り組み項目 取り組み概要 関係課

①

「高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関す
る法律（バリアフリー新法）」に基づき，公共施設のバ
リアフリー化を推進し，障がい者や高齢者が円滑か
つ安全に利用できるよう，設備の改善に努めます。
【見直し】

・公共施設等総合管理計画に基づいた総合管理
・既存施設の適切な点検，管理

ふくし課
政策課
総務課



施策展開
6 　　安全・安心な生活環境の整備

（４） 　　防災対策の推進

②
避難行動要支援者避難支援計画の周知・啓発を推
進し，避難支援体制の確立および地域防災力の向
上を図ります。【継続】

・避難行動要支援者名簿の作成
・避難行動要支援者避難支援計画作成の啓発

危機監理室

③
障がい者や高齢者にも配慮した使用しやすい防災機
器等の普及に努めます。【継続】

・日常生活用具の給付
・防災訓練，防災講話による啓発
・障がい者等の障がい特性にも配慮した防災機器の
普及
・住宅用火災警報器の普及

ふくし課
危機監理室
消防本部

関係課名 　　ふくし課，危機監理室，消防本部

取り組み項目 取り組み概要 関係課

①
市広報やホームページ等を活用し，避難所等の情報
や防災知識の普及・啓発を図ります。【継続】

・広報誌「防災はじめの一歩」の連載
・避難所運営マニュアルにおける要配慮者への
対応

危機監理室

R5 R6 R7

④
地域や社会福祉施設等において，適切な防災訓練，
防災教育が行われるよう指導します。【継続】

・防災訓練，防災講話の実施

危機監理室
消防本部

⑤

指定避難所での集団生活が困難な障がい者等に対
しては，福祉避難所（二次避難所）を確保するととも
に，社会福祉施設等との協力体制を図ります。【継
続】

・福祉避難所（二次避難所）の確保・充実

ふくし課
危機監理室

68 危機監理

R8

a
避難行動要支援者
避難支援計画

(策定済件数（累計））
48 50 53 56 59 62 65

活動指標
基準値 見込値（目標値）

R1 R2 R3 R4



施策展開
6 　　安全・安心な生活環境の整備

（5） 　　救急・交通安全対策の推進

②
障がい者や高齢者，その他健康に不安のある人の
安全・安心を確保するため，救急医療情報キット（き
んとキット）を配布します。【継続】

・きんとキットの配布

ふくし課

③
障がい者が交通事故にあうのを防ぐため，関係機
関・団体が共働し，交通ルールやマナーの啓発や交
通安全・事故防止教育を推進します。【継続】

共働課

関係課名 　　ふくし課，共働課，消防本部

取り組み項目 取り組み概要 関係課

①
１１９番登録制度や発信地表示システム，ＮＥＴ１１９
緊急通報システムなどにより，災害時や緊急時の迅
速な救済活動を図ります。【見直し】

・NET119緊急通報システム等の導入

消防本部

④
警察等関係機関や地域，企業，各種団体，行政の連
携のもと，地域安全体制の充実に努めます。【継続】

共働課

活動指標
基準値 見込値（目標値）

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

a
きんとキット
市内配布数（個）

332 350 315

消防a
NET119登録件数
（R2からの累計）

― 28 30 32

315 315 315 315 315

34 36 38 40

ふくし
（高齢）



a

b

取り組み項目 取り組み概要 関係課

①
障がい者や高齢者を含め，誰もが利用しやすいホー
ムページづくりに努めます。【継続】

秘書広報課

⑤
学校教育における障がい児に適したＩＣＴ機器の整備
に努めるとともに，学習ソフト等の活用を充実しま
す。【見直し】（再掲）

（省略）

教育総務課
学校教育課

⑥
図書館におけるデイジー図書や，さわる絵本，電子
図書の視覚障がい者用図書の購入等，障がい者
（児）の利用への対応を充実します。【継続】

文化振興課

活動指標
基準値 見込値（目標値）

R1 R2 R3

施策展開
7 　　情報提供・相談支援の充実

（１） 　　障がい特性に応じた情報提供の推進

関係課名 　　ふくし課，けんこう課，秘書広報課，教育総務，学校教育課，文化振興課

④
相談支援事業を活用した事業所による情報提供や
障がい者団体，障がい者相談員，関係機関等のネッ
トワークを活用し，広く情報提供に努めます。【継続】

・相談支援事業（委託）
・障がい者相談員（８名へ委嘱）

ふくし課

②

手話通訳者設置事業や，手話通訳者および要約筆
記奉仕員の派遣事業により，聴覚障がい者等へ必
要な支援を行うとともに，聴覚障がい者等の自立お
よび社会参加の促進を図ります。【見直し】

・意思疎通支援を希望する障がい者が支援を受けら
れる体制づくり

ふくし課

③

障がい者が必要なサービスを十分に活用できるよ
う，さまざまな媒体・ツールを使用することで，障がい
者に関わる施策や事業，福祉サービス等について，
わかりやすい情報提供や窓口対応に努めます。【継
続】

ふくし課
けんこう課
秘書広報課

R4 R5 R6 R7 R8

第６期

手話通訳者派遣事業
要約筆記者派遣事業
（回数）（再掲）

5 18 18 18 18 18 18 18 第６期

手話通訳者設置事業
（設置手話通訳者）（再掲）

1 1 1 1 1 1 1 1

c
相談支援事業
（事業所数）

11 11 11

ふくし

11 11 11 11 11

d
障がい者相談員
（延相談件数）

462 500 500

ふくし

500 500 500 500 500

e
タブレット導入事業
（実施校数）（再掲）

10 15 15 15 15 15 15 15 教育総務



施策展開
7 　　情報提供・相談支援の充実

（２） 　　相談支援体制の整備

関係課名 　　ふくし課，けんこう課，かいご課

②

ケース会議を実施し，個々の状況に応じた適切な対
応に努めるとともに，個別事例から明らかになった課
題等については，関係機関と連携して解決に向けて
取り組みます。【新規】

ふくし課

③

地域における障がい福祉に関する関係者による連携
および支援の体制に関する協議を行うための会議の
場である「中讃東圏域地域自立支援協議会」を中心
に，相談支援事業の中から出てきた地域の課題に対
し，関係機関等の相互の調整を図りながら，その解
決に向けた協議を行います。【新規】

・中讃東圏域地域自立支援協議会の取り組み

ふくし課

取り組み項目 取り組み概要 関係課

①

障がい者やその家族が，不安を解消したり，さまざま
な施策・サービスを円滑に利用し，安心して生活でき
るよう，窓口だけでなく，電話やメール等，利用しやす
いきめ細かな相談体制の充実を図ります。【継続】

・相談支援事業（委託）

ふくし課

⑥

身体障がい者相談員，知的障がい者相談員，精神
障がい者相談員による活動を推進するとともに，専
門機関や民生児童委員と連携しながら地域の相談
体制を強化します。【新規】

・障がい者相談員（８名へ委嘱）

ふくし課

⑦

医療，障がい福祉・介護，社会参加，住まい，地域の
助け合いが包括的に確保された地域包括ケアシステ
ムの構築をめざし，関係者による協議を継続して行
います。【新規】（再掲）

ふくし課
けんこう課
かいご課

④

地域における相談支援の中核的な役割を担う「基幹
相談支援センター」に関し，設置の必要性やあり方に
ついて，中讃東圏域地域自立支援協議会などで協
議を行い，検討を進めます。【新規】

・基幹相談支援センター

ふくし課

⑤
発達障がい者（児）や高次脳機能障がい者，難病患
者等，障害者手帳を持たない障がい者（児）の相談
支援を関係機関と連携して行います。【継続】

ふくし課



ふくし

ふくし

6期

462 500 500 500 500 500 500

活動指標
基準値 見込値（目標値）

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

500

有

11

ｃ
基幹相談支援センター
機能強化事業（事業の有

無）
無 無 無 無 有 有 有

b
相談支援事業

（事業所数）（再掲）
11 11 11 11 11 11 11

R8

a
障がい者相談員

（延相談件数）（再掲）



ふくし

ふくし

施策展開
8 　　　差別の解消および権利擁護の推進

（１） 　　差別解消の推進と合理的配慮の普及

関係課名 　　ふくし課，人権課，選挙管理委員会事務局

②

障害者差別解消法などの考え方を市民にわかりや
すく普及啓発を行い，不当な差別的取り扱いの禁止
や合理的配慮に関して，「職員対応要領」に基づき，
適切な対応・指導を行っていくとともに，すべての職
員が適切に対応するための必要な研修も行っていき
ます。【見直し】

・差別解消法の周知啓発
・庁内における「職員対応要領」の周知，それに基づ
く適切な行動

ふくし課

③
中讃東圏域地域自立支援協議会において，差別や
虐待情報の共有を図るとともに，事例分析検討会を
行い，適切な対応に努めます。【新規】

・地域自立支援協議会における差別・虐待情報の共
有等

ふくし課

取り組み項目 取り組み概要 関係課

①

障がいを理由とする差別をなくすため，障がいや障
がい者に対する理解を深めるための啓発，また「障
がい者福祉計画」および「障がい福祉計画」や「障害
者週間（１２月３日～９日）」などの周知を図り，障が
い者の自立と社会参加を推進します。【見直し】

・各種媒体の利用，また時宜を捉えての周知啓
発活動

ふくし課

新規

活動指標
基準値 見込値（目標値）

R1 R2

④

「坂出市人権尊重のまちづくり条例」により，すべて
の人が，人間らしく幸せに生きるための人権尊重の
社会の実現をめざし，人権啓発を推進します。【継
続】

・人権尊重のまちづくり条例の趣旨に鑑み，人権啓
発を展開

人権課

⑤
人権擁護委員による人権相談を継続して行います。
【継続】

・人権擁護委員による人権相談

人権課

R3 R4 R5 R6 R7 R8

⑥
選挙権を障がいのある人が行使できるよう，不在者
投票の周知や投票所におけるバリアフリー化などの
必要な措置を講じます。【新規】

・郵便による不在者投票，代理投票の周知
・投票所等のバリアフリー

選挙管理委員
会事務局

10.0 ― ― 15.0

b
中讃東圏域障害者差別解
消支援地域協議会の開催

（回）
1 1 1 1

a
障害者差別解消法に関し，
内容まで知っているかたの
割合（％）

6.6 ― ― ―

1 1 1 1



ふくし

施策展開
8 　　　差別の解消および権利擁護の推進

（２） 　　虐待の防止

②
障害者虐待防止法の内容について，市民に周知啓
発を行います。【新規】

ふくし課

a
坂出市障がい者虐待防止対
策協議会の開催（回数）

0 0

③
障がい者虐待の防止のため，「坂出市障がい者虐待
防止対策協議会」等を定期的に開催します。【新規】

ふくし課

関係課名 　　ふくし課

取り組み項目 取り組み概要 関係課

①

施設従事者や家族などによる障がい者に対する虐
待を防止するため，窓口である「坂出市障がい者虐
待防止センター（ふくし課障がい福祉係）」を中心に，
関係機関と連携し，虐待通報の受理，虐待予防や早
期発見，虐待を受けた障がい者の保護と自立のため
の支援を行います。【新規】

ふくし課

④
中讃東圏域地域自立支援協議会において，差別や
虐待情報の共有を図るとともに，事例分析検討会を
行い，適切な対応に努めます。【新規】（再掲）

ふくし課

活動指標
基準値 見込値（目標値）

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

1 1 1 1 1 1
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（３） 　　権利擁護の推進

②

国の成年後見制度利用促進基本計画に基づき，中
核機関である坂出市成年後見センター，専門職，関
係機関等で構成された地域連携ネットワークにより，
障がい者本人や家族等からの成年後見制度に関す
る相談内容に応じて，必要な支援につなげるととも
に，成年後見制度を利用している被後見人および後
見人への支援の充実を図ります。【新規】

ふくし課

関係課名 　　ふくし課

取り組み項目 取り組み概要 関係課

①

判断能力が低下しても安心して暮らし続けることがで
きるよう，成年後見制度利用支援事業を活用し，成
年後見制度の利用が必要なかたが適切に利用でき
るようにするための支援を実施します。【新規】

ふくし課


